
□申
６
月
７
日
㈭　

９
時
30
分
〜　

電
話
で

■
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
親
子
で
行
う
簡
単
体
操

□日
７
月
11
日
㈬　

14
時
〜
15
時

□対
１
歳
〜
３
歳
の
子
ど
も
と
保
護
者

□定
20
組　

申
し
込
み
順

８
月
11
日
㈯
開
催
の
港
ま
つ
り
市
民
お
ど
り
パ

レ
ー
ド
の
参
加
者
（
団
体
・
個
人
）
を
募
集

■
事
業
所
・
団
体

 

募
集
期
間　
６
月
１
日
㈮
〜
22
日
㈮

 

応
募
方
法　

港
ま
つ
り
実
行
委
員
会
、
市
役
所
１

階
案
内
、
市
商
業
観
光
課
（
ｅ
ｇ
ａ
ｏ
６
階
）
、

商
工
会
議
所
（
商
業
観
光
課
HP
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
で
配
布
し
て
い
る
応
募
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
、
郵
送
（
消
印
有

効
）
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で　

※
個
人
の
場
合
は

当
日
飛
び
入
り
参
加
で
き
ま
す

□申
□詳
港
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局　

〒
０
５

３
‐
０
０
２
１　

若
草
町
３
丁
目
３
番
８
号

■℡（
33
）２
２
３
３　
　

（
33
）２
２
３
４

　

shogyokanko@
city.tom

akom
ai.

hokkaido.jp

□持
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
ま
た
は
大
判
バ
ス
タ
オ
ル
、
飲

み
物　

□申
６
月
19
日
㈫　
９
時
30
分
〜　
電
話
で

□所
□詳
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

■℡（
33
）４
７
５

１

催
し
・
講
座

市
民
お
ど
り
パ
レ
ー
ド
参
加
者
募
集

広　　告

納税課（市役所
２階２番窓口）
　32-6274

国保課（市役所
１階22番窓口）
　32-6426

水道修理センター

業　者日 電話番号

31-4747
32-6701

1日㈮
5日㈫
8日㈮
12日㈫
14日㈭
18日㈪

4日㈪

11日㈪

21日㈭

8日㈮
18日㈪

10時30分

13時30分

13時30分

15時30分

10時30分

13時30分

13時30分

28日㈭

6日㈬ 25日㈪

20日㈬
22日㈮
25日㈪
27日㈬
29日㈮

4日㈪
7日㈭
11日㈪
13日㈬

15日㈮
19日㈫
21日㈭
26日㈫

1日㈮
5日㈫
7日㈭
12日㈫

14日㈭、28日㈭の13時から
中野自動車学校でも受講できます

13日㈬
19日㈫
22日㈮
26日㈫

６

今月の納期・夜間納税相談
市・道民税
国保税

口座振替をご
利用ください

6月25日㈪～29
日㈮　いずれも
20時まで

6月26日㈫～29
日㈮　いずれも
20時まで

１期納
期

市　

税

国
保
税

夜
間
納
税
相
談

市水道管理課

6

35-0110
交通安全センター
苫小牧警察署

成 友 設 備
オ ー テ ッ ク
東 成 設 備
新 王 建 設
冨 士 企 業
福 森 工 務 店
国 策 機 工
朝 陽 工 業
三 共 水 道 設 備
日 栄 工 業
大 谷 産 業
進 興 工 業

2日㈯
3日㈰
9日㈯
10日㈰
16日㈯
17日㈰
23日㈯
24日㈰
30日㈯
7/1日㈰
7日㈯
8日㈰

55-6311
55-7858
36-7788
71-1811
33-0038
32-4588
56-2087
68-2855
67-3818
55-5303
55-2166
67-2377

詳細　北海道後期高齢者医療広域連合　　０１１-290-5601

後期高齢者医療保険料について
市高齢者医療課　　32-6414

●保険料率が変わります

●保険料の軽減について

改定後
（平成24・25年度）

改定前
（平成22・23年度）

均等割
所得割

47,709円
10.61%

44,192円
10.28%

賦課限度額

※６月中旬に被保険者へ24年度分の納入通知書を郵送します
ので、期限内に納めてください。

❶均等割の軽減（所得に応じて下表のとおり軽減されます）

❷所得割の軽減
　前年の所得から33万円を引いた額が58万円以下の方は、
　所得割が５割軽減されます
❸被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
　制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であっ
　た方は、所得割はかからず、均等割が９割軽減されます

33万円かつ被保険者全員が年金収入
80万円以下で他の所得がない
33万円
33万円+（24万５千円×世帯主以外
の加入者数）

33万円+（35万円×世帯の加入者数）

前年の所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 24・25年度
年間の均等割額

55万円

９割

8.5割

５割

２割

4,770円

7,156円

23,854円

38,167円

50万円

広報とまこまい　平成24(2012)・6月 19
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